
  児童 虐待と 
歯科健診について 



（8020日歯テレビより） 



著しい口腔内清掃不良 

（デンタルダイヤモンドより引用） 



虐待の種別 
（児童虐待防止法の規定による） 



全国 ：１０万３２６０件 

児童相談所への平成２７年度の通報数 



作成： 
徳島県要保護児童対策協議会 

平成２４年３月発行 



１歳６か月児、３歳児歯科健診用 学校歯科健診用 歯科医療機関用 

気付き情報提供書 



・歯科医師は児童虐待を発見しやすい立場であること 

 を自覚し、早期発見に努める義務がある 

            （児童虐待の防止等に関する法律第５条第１項） 

・虐待が疑われた場合には、速やかに福祉事務所 

 または児童相談所に通告しなければならない 
          （児童福祉法第25条、児童虐待の防止等に関する法律第６条１項） 

・通告した者には虐待の立証責任はなく、 
 守秘義務違反に問われることもない        

          （児童虐待の防止等に関する法律第6条第3項） 

通告義務について 


